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令和5年6月26日

松 江 市

令和５年６月議会補正予算
【追加提案（一般会計第3号）】

【概要版】



【令和５年度一般会計６月補正予算 追加提案（第３号）の内容】
電力・ガス・食料品等価格高騰対策に要する予算

電力・ガス・食料品等価格高騰対策 7億3,403万円

・水道料金の減免等による市民生活の支援

・学校給食費の値上げに伴う家計負担を軽減

・保育所等での栄養バランスのとれた「おいしい給食」の安定的な提供

Ⅰ 市民生活を支援 6億2,063万円

財源 7億3,403万円

国庫支出金 7億3,403万円
（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金）
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7億3,403万円

Ⅱ 地域の事業者を支援 1億1,340万円

・商業・サービス業者等が取り組む省エネ対策への支援

・製造業者が取り組む省エネ対策への支援

・農業者が取り組む省エネ対策への支援

・漁業者が取り組む省エネ対策への支援



水道料金の減免等による市民生活の支援

～上水道事業会計補給金、下水道事業会計補給金、
市民生活支援緊急対策事業補助金～

（上下水道局、環境エネルギー部環境エネルギー課、都市整備部建設総務課）

エネルギー・食料品価格等の物価高騰に対応して、市民生活における負担を軽減するため、
水道料金等の2か月分（※平均的な3人世帯で6千円程度）を減免する。

事業費：5億1,108万円、財源：コロナ交付金

①水道料金(基本料金＋給水料金)の減免 ②下水道使用料(基本使用料＋従量使用料)の減免

Ⅰ 市民生活を支援

〈電力・ガス・食料品等価格高騰対策〉

対象者：水道契約者のうち使用用途が
「家事用」「家事兼営業用」の世帯
（宍道町を除く）

対象月：8～9月分（9月検針分）または
9～10月分（10月検針分）

事業費：4億8,134万円（事務費含む）

対象者：下水道を使用する世帯（宍道町のみ）

対象月：10～11月分（11月検針分）

事業費：2,051万円（事務費含む）

対象者：上水道（宍道町を除く）や下水道（宍
道町のみ）を使用していない世帯

補助額：平均的な世帯の水道料金相当額(2か月)

事業費：923万円（事務費含む）

※①・②は申請不要、③は要申請

【減免措置実施にあたってのお願い】
節水に心がけて、水を大切に使いましょう。水道水
の使用量が増えれば、下水道使用料は高くなります。
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③水道料金相当額の補助

・プッシュ型による確実かつ広範な負担軽減 ・事前周知期間の拡充（検針日の1週間前⇒1ヶ月前）Point!



学校給食費の値上げに伴う家計負担を軽減

～学校給食費支援事業費～

（教育委員会学校給食課）

新

食材費の高騰により、令和５年度２学期から値上げを予定している市立小・中学校、幼稚
園の給食費について、２・３学期の値上げ分の半額を助成し、家計への影響を緩和する。

事業費：7,949万円、財源：コロナ交付金
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Ⅰ 市民生活を支援

〈電力・ガス・食料品等価格高騰対策〉

※令和５年度１学期の給食費は、
値上げ相当額を助成すること
により「①現行給食費」の単
価で据え置く。

（単位：円）

小学校 中学校 幼稚園

単価
一人当たりの
年間給食費

単価
一人当たりの
年間給食費

単価
一人当たりの
年間給食費

①現行給食費
（～令和４年度）

272 53,040 313 61,035 251 48,945

②改定後給食費
＜助成後＞（令和５年度）

291 55,472 333 63,659 270 51,441

③改定後給食費
（令和６年度～）

310 60,450 354 69,030 290 56,550

・食材費高騰への対応
・１学期分全額、２・３学期分
半額助成による負担軽減

Point!



保育所等での栄養バランスのとれた「おいしい給食」の安定的な提供

～保育所等給食用食材費補助事業費～

（こども子育て部保育所幼稚園課）

保育所等での給食用食材費の上昇分について補助を行い、保護者負担を増やすことなく、
給食を安定的に提供する。

事業費：3,006万円、財源：コロナ交付金
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○物価高騰に伴う給食用食材費の上昇分を補助

私立保育所等 71施設に給食用食材費上昇分を補助
⇒ 園児1人あたり 414円/月×12ヶ月分

【対象施設】 計71施設

・私立保育所：49施設

・私立認定こども園：17施設

・私立小規模保育事業所：4施設

・私立幼稚園：1施設

【対象となる園児の概数】 計6,051人分

Ⅰ 市民生活を支援

〈電力・ガス・食料品等価格高騰対策〉

・直近の物価上昇率を反映
・補助対象期間を拡充（6ヶ月⇒12ヶ月）

Point!

※令和5年度において、公立保育所・幼保園給食費の値上げ予定はなし。



商業・サービス業者等が取り組む省エネ対策への支援

～商業・サービス業等省エネ対策支援事業費～

（産業経済部商工企画課）

エネルギー価格高騰等の影響を受けている商業・サービス業等の事業者が
取り組むエネルギーコスト削減効果の高い設備投資を支援する。

事業費：4,830万円、財源：コロナ交付金

Ⅱ 地域の事業者を支援

〈電力・ガス・食料品等価格高騰対策〉
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【参考：県補助金の内容】
〇補助率 ：１/２以内（新型コロナ関連融資を利用している場合は２/３以内）
〇補助限度額：（上限額）２００万円 （下限額）２０万円

補助金名
県補助金との併用分

市単独事業分
県補助率１/２以内 県補助率２/３以内（※）

補助対象者
飲食・商業・サービス事業者等（農林水産業・製造業除く）
（県の「島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト
削減対策緊急支援事業補助金」の対象事業者に限る）

飲食・商業・サービス事業
者等（農林水産業・製造業
除く）

補助対象経費 省エネルギー・省電力に資する設備更新・機器導入費

補助対象事業費 ４０～４００万円 ３０～３００万円 ２０～４０万円未満

補助率・
補助限度額

県補助金の１/２以内
（上限額）５０万円
（下限額）１０万円

県補助金の１/４以内
（上限額）５０万円
（下限額） ５万円

補助対象経費の１/２以内
（上限額）１９．９万円
（下限額） １０万円

県補助額 ２０～２００万円

・県補助金の対象
額変更に対応

Point!
（※）新型コロナ関連融資を利用している場合



製造業者が取り組む省エネ対策への支援

～製造業省エネ対策支援事業費～

（産業経済部まつえ産業支援センター）

エネルギー価格高騰等の影響を受けている製造業の中小企業が取り組む、省エネ効果の高
い生産設備等の導入並びに製造現場の改善を支援する。

事業費：5,550万円、財源：コロナ交付金

Ⅱ 地域の事業者を支援

〈電力・ガス・食料品等価格高騰対策〉
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【補助対象者】製造業者
【補 助 対 象】下記①②のとおり
【補 助 額】２０万円～３００万円（下記①②併用可）
【補 助 率】１／２
※県「ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業」との
併用可（県補助残額（自己負担額）の１／２を補助）

① 生産設備等の導入

既存の生産設備・ユーティリティ設
備（※）を省エネ効果の高い設備へ
更新する取り組みを支援する。

※生産設備を稼働させるために必要な電
気、水、燃料、空気、熱・冷気などを
供給する設備、空調設備、給湯器、変
圧器、冷凍冷蔵設備、モーター、調光
設備、コンプレッサー、旋盤など

② 製造現場の改善

生産設備・ユーティリティ設備の省
エネ効果を高めることを目的とした
製造現場の改善（※）を支援する。

※空調室外機の遮熱・遮光カバー設置、
冷却管・蒸気配管等への断熱材取付、
ダクト増設、遮熱シート設置など

【令和4年度実施例】
生産設備（旋盤）の導入（矢田町）

〈導入前〉

〈導入後〉1台に集約

・事業者ニーズ
への対応

Point!



農業者が取り組む省エネ対策への支援

～施設園芸省エネ対策支援事業費～

（産業経済部農政課）

【補助対象者】認定農業者、認定新規就農者

【補 助 対 象】
・既存の農業用ハウスの保温性・気密性の

向上を図るためのビニール張替え
・内張カーテンの張付け
・変温管理装置（多段サーモ装置）、循環

扇の導入 など

【補 助 率】１／２（上限１００万円）

事業費：160万円、財源：コロナ交付金

Ⅱ 地域の事業者を支援

〈電力・ガス・食料品等価格高騰対策〉
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エネルギー価格高騰の影響を受けている施設園芸において、既存の農業用ハウスの省エネ
効果の向上を支援する。

【令和4年度実施例】
農業（切り花）用ハウスのビニール張替え

(八束町)

〈実施前〉

〈実施後〉

・事業者ニーズを踏まえて対象拡充（⇒「加温設備
のない農業用ハウス」のビニール張替え）

Point!



漁業者が取り組む省エネ対策への支援

～漁業省エネ対策塗装支援事業費～

（産業経済部水産振興課）

エネルギー価格高騰等の影響を受けている漁業者が取り組む省エネに資する船底等の塗装
費用を支援する。

Ⅱ 地域の事業者を支援

〈電力・ガス・食料品等価格高騰対策〉
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【補 助 対 象】船底等の付着物除去と塗装に要する費用

【補 助 額】

事業費： 800万円、財源：コロナ交付金

漁船の規模 補助額（上限）補助率

１トン未満 ２万円

１トン以上５トン未満 ３万円

５トン以上１０トン未満 ４.５万円

１０トン以上２０トン未満 １２万円

２０トン以上 ３０万円

１／２

【令和4年度実施例】
遅江港に停泊する船舶(八束町)

【補助対象者】ＪＦしまね、宍道湖漁協、中海漁協等の
正組合員で漁船登録のある船舶の所有者

・事業者ニーズへの対応
Point!
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